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2. 令和4年度の追加調査(案)について
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○調査内容の説明

4.今後の予定
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1.令和4年度現地調査について
令和２年度 令和３年度 令和４年度

[時期] 秋・冬
[内容]

○空中写真撮影(ドローン撮影)
○林況調査
〇植生素図の作成
〇トドマツ・ササ分布図作成
〇クマゲラの生息状況確認
〇資料収集整理(動植物)

[時期] 春・夏・秋
[内容]

〇植生調査
・植生図作成(ササ分布図含む)

(指定地全域)
・森林構造調査(毎木調査；既指定地)
・植物相調査(追加指定地)
・トドマツ分布確認調査(指定地全域)
・植物食害指標

(エゾシカ食痕、糞粒調査)
〇動物調査(文献調査)
・クマゲラ生息状況
・エゾシカ生息状況

[時期] 春・夏
[内容]

〇植生調査
・草本分布、コドラート調査

(追加指定地旧耕作地）
・植物相調査

(追加指定地および周辺)
〇広島幼稚園敷地利用調査
・広島幼稚園関係者聞き取り

〇3年間の調査結果の整理
〇方向性の検討

調査委員会(3回)
[時期] 春・夏・冬
〇令和2年6月、7月、
令和3年2月

調査委員会(2回)
[時期] 秋・冬
〇令和3年9月、令和4年2月

調査委員会(3回)
[時期] 春・夏・冬
○令和4年6月、9～10月
令和5年1～2月

2



3



1.令和4年度現地調査について
（1）植生調査

①草本分布、コドラート調査(追加指定地のうち旧耕作地）、樹木の更新状況

・草本分布図の作成

・草本分布図をもとにコドラート（１ｍ×１ｍ）を10個程度設置し、

草本類、木本類について種類・高さ等を記録。

・樹木の更新状況（幼木等）の調査

②植物相調査（追加指定地および周辺）

・5月8日に実施、7月以降も実施予定

・主に追加指定地とアクセス道路の間を踏査し、春植物や外来種について記録。

・昨年同様、追加指定地西側にオオタカが営巣しているため、7月末まで旧耕作

地、植林地（カラマツ・トドマツ）については調査は行わない。

(2)広島幼稚園敷地利用調査
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1.令和4年度現地調査について

対象：追加指定地・旧耕作地（1.864ha） 時期：8～9月（猛禽繁殖期を避ける）
○植生分布図の作成
低木群落・高茎草本群落・低茎草本群落等に区分して図化
GISデータ化し、過年度植生図と合わせて整理
○コドラート調査（植生調査）
群落ごとに方形区を設定して全体植被率（％）、出現植物ごとに種名・
被度（％）・生育高（cm）を記録
方形区 10区程度（1m×1ｍ、各群落1～2区ずつ）

○樹木の更新状況調査
樹林地からの距離等に応じてエリア区分し、各エリアの高木種の生育状況を把握
本数密度（樹高2m以上）、樹高上位個体の種名・樹高、樹高2m未満の主な種名やサイズを記録

○調査結果のとりまとめ
・旧耕作地の植生の現状と、予想される今後の植生遷移についてまとめる。
・森林再生における課題（樹木の更新速度、外来種の影響、林床植物の侵入可能性等）について考察
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1.令和4年度現地調査について

○聞き取りの進め方、項目及び方法の検討
円滑な調査の実施のため、実施手順や方法について事前に検討
幼稚園の理事長・園長らに事前ヒアリングを実施、利用方針や管理状況を把握する。
○アンケート調査の実施
事前ヒアリングの結果を踏まえ、教職員及び園児の保護者に対する調査の方法と調査項目について検討する。
調査方法は質問紙法を基本として、配布・回答方法を検討する。
◯調査結果の整理、とりまとめ
調査結果を集計し、対象地の森林への認識、利用の意義、今後の利用方針や発展についてまとめる。

委員会 報告内容 委員からの意見 意見への対応 今年度の実施方針

R3年度
第2回委
員会

広島幼稚園で、外部の
人が入ってくることに対し
てどのように考えているか
聞き取り調査する

聞き取り方法は直接聞き取りが良い 手法は検討 管理者に聞き取り方で詳細を聞く。そ
の上でアンケートを検討する

実際の利用、整備のレベル、安全管理
の方針について聞く

設問は事前に相談 設問に入れる

マダニに園児や職員が咬まれていないか、
聞いた方がよい

設問は事前に相談 設問に入れる

過去の委員会での議論
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1.令和4年度現地調査について

○取得・利用の経緯について
• 「やかましの森」は2005年に檀家から購入、ドイツの自然保
育・森林教育を参考にした取り組みを開始する。2019年から森林
教育のみに特化した「森組」をスタートさせる（児童20名）。
• 森の一部が道路用地となったため、一部施設を移転。
• 生命尊重、自立心の養成を重視している。

事前ヒアリングは、6/7に実施（対象：園長・副園長）
「やかましの森」の利用方針、利用内容・管理内容、教育の
成果、天然記念物指定による影響や今後の方針などについて
聞き、利用状況を把握（資料参照）。
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1.令和4年度現地調査について

• 活動は雨の日も冬も含めて行っている。
• 火は石で組んだかまど、テント内での石油ストー
ブの利用など。
• ダニは毎日自分たちで確認・除去している。
• けがや虫などについては保護者には理解しても
らっている。
• 天然記念物指定は、今までと利用上変わらず、今
後の開発はないと説明を受けて同意した。
• 山菜採りなどの勝手な立ち入りは以前はあったが、
現在は子どもがいつもいるためほとんどない。
• 市民グループの観察会や取り組みの視察などは、
保育の障害でなければ、受け入れ可能である。
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2. 令和4年度の追加調査(案)について

今年度までの3年間の調査成果を整理し、今後の保存・活用の方向性について

まとめる。 その上で、不足していると思われる事項について整理し、今年度の追

加調査について検討する。

■過去2年間の調査内容

・周辺地域での動植物調査の資料収集
・追加指定地の植生分布、植物相調査
・既指定地のトドマツ分布、森林構造調査

■今年度の追加調査案

(1)周辺も含めたベースマップの作成と森林の評価

(2)既存指定地も含めた森林の特性を把握するための調査

(3)整備（森林再生）の手法の検討、候補地選出のための調査
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2. 令和4年度の追加調査(案)について

過去の指定の経緯（S34年(1959年)の大幅解
除）、飛び地指定の形状から、現指定地周辺の
森林についても把握・整理が必要である。

過年度の調査は、指定地外の人工林のトドマツ
を記録するなど、森林の整理に混乱が見られる。

蓄積や樹木サイズといった質的な評価項目、森
林の履歴を森林調査簿・空中写真から整理する。

地形・地質などの基礎データと森林植生の関係
を整理する。

「平野部としては良好な針広混交林」という評
価について明確化する。

(1)周辺も含めたベースマップの作成と森林の評価

令和3年度調査結果
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2. 令和４年度の追加調査(案)について

(1)周辺も含めたベースマップの作成と森林の評価

森林調査簿データ
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2. 令和4年度の追加調査(案)について

(1)周辺も含めたベースマップの作成と森林の評価

森林調査簿データ
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2. 令和4年度の追加調査(案)について

(1)周辺も含めたベースマップの作成と森林の評価

令和2年度ドローン撮影
Googleマップ 13



2. 令和４年度の追加調査(案)について

指定対象は「石狩平野の自然において遺存する
唯一の原生的な針広混交林」。沢沿いなどに広
葉樹大径木が見られる。

過年度の調査は、森林調査区（20mx20m）
15区を設置しているが、大径木の把握には不十
分（場所はトドマツ生育箇所周辺）。

広葉樹も含めて、自然性が高い林分、樹木サイ
ズが大きい林分の分布を抽出する。

上記林分の全域踏査により、大径木の分布・種
組成を把握する。

まとまった分布地に森林調査区を設定する。
R02林況調査(2)、R03森林構造調査(4)、
R03トドマツ分布確認調査(9)
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2. 令和４年度の追加調査(案)について

「保存活用計画」における「整備」（保存のた
めの復旧＝森林の再生）の記載を想定して、対
象地・メニューについて検討する。

森林再生の対象としては、旧耕作地だけでなく、
二次林・人工林・風倒跡地など。

それぞれについて、現況と更新状況を調査し、
今後の再生方針を検討する。
・樹林地からの距離等に応じてエリア区分し、各エリア
の高木種の生育状況を把握
・本数密度（樹高2m以上）、樹高上位個体の種名・樹
高、樹高2m未満の主な種名やサイズを記録

風倒地

人工林

旧耕作地 二次林
R03植生図調査
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◇野幌原始林の略歴
• 大正10年（1921）3月 天然記念物に指定
• 昭和29年(1954)8月11日

文化財保護法の制定により特別天然記念物に指定
• 昭和34年（1959）5月28日および昭和37年（1962）9月18日

一部指定解除となり、北広島側のみに残存
• 令和元年(2019)10月16日

既指定地の北側の約20haが追加指定される

◇野幌原始林に関する計画
• 保全や整備等に関する計画は策定されていない
• 平成30年の文化財保護法一部改正、令和元年の追加指定を受け、
令和2年度より保存活用計画策定に向けて動き始める。
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3.保存活用計画の概略説明



•国の指定文化財および登録文化財を対象に、所有者・管理団体等
が作成する保存・活用の考え方や具体的な取り組みの内容を定め
た基本的な計画。

•文化庁からの認定を受けることで得られる特例がある。

現状変更および保存に影響を及ぼす行為における許可について

〔認定なし〕行為ごとに現状変更許可申請が必要

（2～3か月かかる）

〔認定あり〕文化庁長官への事後の届出

（計画に記載の行為について）
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3. 保存活用計画の概略説明



出典：文化審議会文化財
分科会企画調査会(第12回).
資料3-3.平成29年10月24日 18

3. 保存活用計画の

概略説明



≪保存活用計画への記載事項（天然記念物）≫
◇基本的な事項
・名称、所在地等、管理団体等
・保存活用計画の対象とする区域

・天然記念物の概要、価値等

◇具体的な措置の内容
・現状と課題
保存、活用、整備、運営・体制の整備

・方向性と方法
保存、活用、整備、運営・体制の整備

◇計画期間
・概ね５～10年程度

◇必要に応じて定められるもの
・現状変更等に関する事項

出典：文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用
地域計画・保存活用計画の策定等に関する指針.文化庁.平成31  
年3月4日 19

3. 保存活用計画の概略説明



○作成主体
○名称・場所・所在等

○保存・活用のために行う具体的な措置の内容
○計画期間
○現状変更又は保存に影響を
及ぼす行為

出典：文化審議会文化財分科会企画調査会(第2回)/大綱・地域計画の策定等に係る指針に関する作業部会(第4回)合同会議.平成30年10月18日 20

3. 保存活用計画の概略説明
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【参 考】

名勝室戸岬、天然記念物室戸岬亜熱帯性樹林
および海岸植物群落保存活用計画 （高知県室戸市）
https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page0606.php

特別天然記念物白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石
保存活用計画 （長野県松本市）
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/134/3693.
html

天然記念物「伊吹山頂草原植物群落」保存管理計画
（滋賀県米原市）

https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/kyoiku/rekishi/hoz
onkanri/ibukiyama.html

 国指定天然記念物小野のシダレグリ自生地
保存管理計画 （長野県辰野町）

3. 保存活用計画の
概略説明



4.今後の予定

(1)現地調査の日程

植生調査：7月以降

広島幼稚園敷地利用調査：7月以降

(2)委員会

第2回：9～10月に開催予定

第3回：1～2月に開催予定
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